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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―特別受益分考慮

の有無別―全家庭裁判所 

第 46 表 
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1000 万 円 以 下

5000 万 円 以 下
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第 48 表 遺産分割事件のうち認容・  

を除く）―遺産の内容別  

（注）共同相続人中に民法903条所定の特別受益者がいて，遺産の分割に当たりその特別受益分が考慮された事件を「有」に計上している。 

（注）（ ）内は，代償金を支払う旨の定めがされた件数で，内数である。「現金等」とは，現金，預金及び有価証券等をいい，遺産を換価した場合も含む。 
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遺産分割事件のうち認容・調停成立で寄与分の定めのあった

事件数―寄与分の遺産の価額に占める割合別寄与者別 

―全家庭裁判所 

第 47 表 
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調停成立件数（｢分割をしない｣ 

遺産の価額別―全家庭裁判所 

（注）１件の遺産分割事件で，寄与分の定めのあった者が複数の場合には，定められた寄与分の遺産に占める割合が大きい方を優先して集計し，それが同じ場合には配偶者を優先して集計した。 
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